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会 議 録 

◇詳細―企画調整グループ 電話０３－４５６６－２５１１ 

附属機関又は 

会議体の名称 
令和 7年度 としま未来会議（第 1回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課 

開催日時 令和 7年 4月 11日（金） 14時 00分～14時 30分 

開催場所 庁議室（本庁舎５階）  

議題 

 

１．情報共有 

（１） 令和 8年度予算編成に向けて 

（２） 令和 7年度主要課題 

（３） 予算執行方針について 

（４） デジタル人材の任用について 

（５） 法務担当課長の設置について 

（６） 2025年ミャンマー地震救援金の実施について 

（７） ハラスメント外部相談窓口開設のお知らせ 

 

公開の 

可否 

会議 

□公開  ■非公開  □一部非公開    

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

豊島区行政情報公開条例第７条第１項第５号による 

会議録 

□公開  □非公開  ■一部非公開 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

一部の資料は、政策形成段階の資料のため非公開 

出席者 

委員 

区長・副区長（２）・教育長・政策経営部長・区長補佐担当部長・総務部長・危機管理

監・施設整備担当部長・区民部長・文化スポーツ部長・産業観光部長・環境清掃部

長・福祉部長・健康部長・池袋保健所長・子ども家庭部長・児童相談所長・都市整備

部長・土木担当部長・会計管理室長・教育部長・選挙管理委員会事務局長、監査委

員事務局長、区議会事務局長 

幹事 
企画課長・財政課長・財政改革担当課長・行政経営課長・区長室長・広報課長・総

務課長 

説明者 企画課長・財政課長・情報政策課長・総務課長・人材育成担当課長 

事務局 企画課企画調整グループ 
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審議経過 

 

（１）  令和 8年度予算編成に向けて 

説明者 資料に基づき、令和 8年度予算編成に向けてについて説明。 

区長 ⇒報告のとおり了承する。 

※資料（１）については、政策形成段階の資料のため、非公開とする。 

 

（２）令和 7年度主要課題 

説明者 資料に基づき、令和7年度主要課題について説明。 

区長  ⇒報告のとおり了承する。 

※資料（２）については、政策形成段階の資料のため、非公開とする。 

 

（３）予算執行方針について 

説明者 資料に基づき、予算執行方針について説明。 

予算執行の段階で留意するよう改めて注意喚起。 

区長 ⇒報告のとおり了承する。 

 

（４） デジタル人材の任用について 

説明者 資料に基づき、デジタル人材の任用について説明。 

区長 ⇒報告のとおり了承する。 

※資料（４）については、政策形成段階の資料のため、非公開とする。 

 

（５）法務担当課長の設置について 

説明者 資料に基づき、法務担当課長の設置について説明。 

区長 ⇒報告のとおり了承する。 

※資料（５）については、政策形成段階の資料のため、非公開とする。 

 

（６）2025年ミャンマー地震救援金の実施について 

説明者 資料に基づき、2025年ミャンマー地震救援金の実施について説明。 

区長 

企画課長 

区内のミャンマー国籍の人数はどのくらいか。 

区内で３番目に多い。人数は確認しておく。 

⇒報告のとおり了承する。 

 

（７）ハラスメント外部相談窓口開設のお知らせ 

説明者 資料に基づき、ハラスメント外部相談窓口開設のお知らせについて説明。 

総務部長 相談窓口について積極的な職員周知にご協力いただきたい。 

⇒報告のとおり了承する。 

※資料（７）については、政策形成段階の資料のため、非公開とする。 
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会議の結果 

1．情報提供 

（１）令和 8年度予算編成に向けて 

（２）令和 7年度主要課題 

（３）予算執行方針について 

（４）デジタル人材の任用について 

（５）法務担当課長の設置について 

（６）2025年ミャンマー地震救援金の実施について 

（７）ハラスメント外部相談窓口開設のお知らせ 

→（１）～（７）について了承。 
 
 
 

提出された資料等 

（１）令和 8年度予算編成に向けて 

（２）令和 7年度主要課題 

（３）予算執行方針について 

（４）デジタル人材の任用について 

（５）法務担当課長の設置について 

（６）2025年ミャンマー地震救援金の実施について 

（７）ハラスメント外部相談窓口開設のお知らせ 

※資料（１）（２）（４）（５）（７）については、政策形成段階の資料のため、非公開とす

る。 
 


